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第８章 災害復旧・被災者援護計画 
 

 災害が発生した際には、速やかに、被災施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うこと

により、被災地の復興へとつなげていく必要がある。 

 このため、道及び市は、防災関係機関との適切な役割分担及び連携の下、被災地域の特性や被

災状況、関係する公共施設管理者の意向等を勘案し、被災後に早期かつ的確に復興まちづくりを

行えるよう、事前復興まちづくり計画等の復興事前準備に努めるものとする。 

 併せて、災害に伴い生じた廃棄物については、広域的な処理を含めた計画的な収集・運搬・処

分により、適切かつ速やかに廃棄物処理を行うものとする。 

 また、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害

ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に

対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）の実施等により、見守り・相談の機会や被災

者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることがで

きる環境の整備に努めるものとする。 

 なお、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、国に緊急災害対策本部が設置され、当該災害

からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、大規模災害からの復興に関する法

律（平成 25年法律第 55号）に基づき、被災地の復興を図るため必要となる措置を行うものとす

る。 

 

第１節 災害復旧計画 

１ 実施責任者 

  市長その他の執行機関、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、指定公共機関及び指定

地方公共機関、その他法令の指定により災害復旧の実施について責任を有する者が実施するも

のとする。 

 

２ 復旧事業計画の概要 

  公共施設の災害復旧事業計画は、概ね次の計画とする。 

（１）公共土木施設災害復旧事業計画 

  ア 河川 

  イ 林地荒廃防止施設 

  ウ 道路 

  エ 地すべり防止施設 

  オ 下水道 

  カ 公園 

（２）農林水産業施設災害復旧事業計画 

（３）都市施設災害復旧事業計画 

（４）上水道災害復旧事業計画 

（５）住宅災害復旧事業計画 

（６）社会福祉施設災害復旧事業計画 

（７）学校教育施設災害復旧事業計画 

（８）社会教育施設災害復旧事業計画 

（９）その他の災害復旧事業計画 
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３ 災害復旧予算措置 

  災害復旧事業その他の関係事業に要する費用は、別に法律の定めるところにより予算の範囲

内において、国及び道が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる。なお、事業別国庫負

担及び補助率は、道地域防災計画に定める基準による。 

 

４ 激甚災害 

  著しい激甚の災害時は、被害の状況を速やかに調査把握し、早期に激甚災害の指定が受けら

れるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が円滑に行われるよう努めるものとする。 
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第２節 被災者援護計画 

災害時において、各種被災者支援策に必要となる罹災証明書の交付や被災者に対する救護支援

のための被災者台帳の作成等については、次に定めることによる。 

 

１ 罹災証明書の交付 

罹災証明は、災害救助法、被災者生活再建支援法等による各種施策やその他の被災者支援策

を実施するに当たって必要とされる家屋の被害程度について、罹災証明書の交付を行う。 

（１）実施責任者 

罹災証明は、市長(政策推進部家屋調査第１班)が行うものとする。ただし、火災による罹

災証明は、とかち広域消防局長が行う。 

（２）罹災証明の対象  

罹災証明は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害により被害を受けた家屋について、

証明を行うものとする。 

（３）罹災証明書の交付 

災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者等からの申請により、遅滞なく交付するもの

とする。 

（４）被害家屋の判定基準 

  被害家屋の判定は、「災害の被害認定基準について(平成 13年 6月 28日府政防第 518号)」に

基づき行なうものとする。 

判定に当たっては、原則として「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」にした

がって被害家屋調査を行うが、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真や

衛星画像、被災者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切

な手法により実施するものとする。 

（５）広報 

  罹災証明の受付・交付窓口の開設、被害家屋調査の実施を行う場合、速やかにその内容を広

報するものとする。 

  

２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

（１）被災者台帳の作成 

ア 市長は、当該市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を

総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況

や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成

し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。 

  また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、国のクラウド型被災者支援システム等

の被災者支援業務を支援するシステムを活用することなどを積極的に検討するものとする。 
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イ 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

① 氏名 ⑪ 市長が台帳情報を当該市以外の者に提供す

ることに被災者本人が同意している場合に

は、その提供先 

② 生年月日 

③ 性別 

④ 住所又は居所 ⑫ ⑪の提供先に台帳情報を提供した場合には、

その旨及びその日時 ⑤ 住家の被害その他市長が定め

る種類の被害の状況 ⑬ 被災者台帳の作成に当たり、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第２

条第５項に規定する個人番号を利用する場合

には、当該被災者に係る個人番号 

⑥ 援護の実施の状況 

⑦ 要配慮者であるときは、その旨

及び要配慮者に該当する事由 

⑧ 電話番号その他の連絡先 

⑨ 世帯の構成 ⑭ その他被災者の援護の実施に関し市長が必

要と認める事項 ⑩ 罹災証明書の交付の状況 

ウ 市長は、被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者

に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利

用することができる。 

エ 市長は、必要に応じて、被災者台帳の作成のため、道や他の市町村等に対して被災者に

関する情報の提供を求めることができる。 

（２）台帳情報の利用及び提供 

ア 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報を、その保有に当た

って特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。 

（ア）本人（台帳情報によって識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。）の

同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

（イ）市が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。 

（ウ） 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、

被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。 

イ 台帳情報の提供を受けようとする申請者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を

当該台帳情報を保有する市町村長に提出しなければならない。 

（ア）申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） 

（イ）申請に係る被災者を特定するために必要な情報 

（ウ）提供を受けようとする台帳情報の範囲 

（エ）提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係るものが含まれる場合には、そ

の使用目的 

（オ）その他台帳情報の提供に関し市町村長が必要と認める事項 

ウ 市長は、イの申請があつた場合において、当該申請が不当な目的によるものと認めると

き又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な目的に使用され

るおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報を提供する

ことができる。ただし、その場合、提供する台帳情報には、当該被災者に係る行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個

人番号を含めないものとする。 
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